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1. 概 要 

美浜発電所では、１号炉使用済燃料が231体、２号炉使用済燃料が510体保管され

ている。また、１号炉使用済燃料のうち破損燃料については、今後、搬出方法等を検

討し、搬出する。 

 

2. 破損燃料について 

美浜発電所１号炉の破損燃料（ＷＭ１Ｃ３４）は運転中のバッフルジェットにより

損傷したものであり、第２回定期検査（１９７３年）で損傷を確認し、炉心から取り

出した以降、破損燃料本体は使用済燃料ピットで保管している。（第 1 図） 

当該の破損燃料は、破損を把握した当時の調査において、1 体の燃料集合体のうち

燃料棒2本が破損し、破損燃料棒片が燃料棒外に放出されていることを確認している。

（第 2 図） 

放出された破損燃料棒片の一部は、第２回及び第４回（１９７５～１９８０年）の

定期検査時に回収している。なお、第２回定期検査時に回収した破損燃料棒片の一部

は、照射後試験施設に輸送し、破損原因及び燃料の溶融の有無について調査し、発電

所へ返却後、使用済燃料ピットで保管している。 

なお、１９７８年７月１８日には、破損燃料棒片の確認及び回収、美浜発電所１号

炉の運転に当たっての安全性の確認等の事後措置が完了したことについて原子力委員

会に報告され、了承が得られている。 

 

3. 今後の対応について 

使用済燃料は、第2段階完了である２０３５年度末までに１号炉及び２号炉原子炉

補助建屋内の使用済燃料貯蔵設備から搬出し、再処理施設、中間貯蔵施設又は３号炉

原子炉補助建屋内の使用済燃料貯蔵設備へ輸送する計画であるが、破損燃料も、他の

使用済燃料と同様の計画である。 
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なお、破損燃料本体は、通常の使用済燃料と異なり現在の保管状態のままでは再処

理できないことや、破損を把握した当時にその状態を調査しているが、その後４０年

以上、使用済燃料ピットで保管していたことから、今後、現状の破損燃料本体の状態

を把握するための外観検査等の調査を実施し、その結果を踏まえて、再処理できるよ

うに再組立する方法及び搬出・輸送方法を検討し、第2段階完了までに搬出すること

としている。 

また、破損燃料棒片は、今後、核種分析及び性状の調査を実施し、その結果を踏ま

えて再組立する燃料に組み込む等、性状に応じた処理を行う。 

なお、照射後試験施設においては、これまでも照射後試験で用いた燃料片や被覆管

片を燃料集合体へ組み込み、燃料集合体形状への復元を実施した実績があることから、

こうした処置方法の知見を踏まえ、搬出方法の検討を進めることとしている。 
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（美浜１号炉 使用済燃料ピット） 

 

 

 

第1図  破損燃料集合体の現在の保管場所 
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第2図 破損燃料の破損箇所（当時の調査ベース） 

 

第１、２スパンにおいて、

外周２本の燃料棒が破損 
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添付－１ 

破損燃料棒片の回収状況 

破損した燃料棒片の回収状況については、１９７８年７月１８日に原子力委員会で報

告されている。燃料の破損状況の詳細を表1及び図1に、破損した燃料棒片の対象量、

保管場所を表2及び図2に示す。また、使用済燃料ピットでの保管状況を図3に示す。 

表1 破損燃料棒の状況 

燃料棒位置 破損燃料棒の状況 

①コーナー燃料棒 
（１本） 

燃料棒上端から第２スパンの上部約１／４のところま

で欠落（約８０ｃｍ） 

②コーナー燃料棒の 
隣接燃料棒（１本） 

燃料棒第１スパンの上部約１／４のところから第２ス

パンの下部約１／４のところまで欠落（約９０ｃｍ） 

 

表2 燃料棒片の保管場所 

  対象量 保管場所 

Ｃ３４ 

破損燃料 
本体 

集合体形状：約３１５，５２６ｇ 使用済燃料ピット 

人為的 
回収分※ 

ペレット片：約４１１ｇ 使用済燃料ピット 

Ｃ３４Ｘ 回収分 

ペレット片：約４６０ｇ 使用済燃料ピット 

ペレット片及び 
スラッジ状ウラン：約１５ｇ 

原子炉補助建屋脱塩塔室 

Ｃ３４Ｙ 
未回収 

（推定分） 
ペレット片及び 
スラッジ状ウラン：約２７７ｇ 

使用済燃料ピット保管中の 
破損燃料本体内及び 
事故時に炉心で隣接した燃料内 
廃樹脂貯蔵タンク(廃樹脂)、 
廃棄物庫ドラム缶(フィルタ) 

※人為的回収分については、ペレット落下防止の観点から破損燃料本体より回収したもの 
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図1 破損燃料の破損箇所（当時の調査ベース） 

 

破損箇所のスケッチ図 

:損傷部 
:人為的回収部 

燃料断面図 

表１の② ① 
破損燃料棒位置
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図 2（1） 破損燃料の保管場所（使用済燃料ピット：C34、C34X･C34Y の一部） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2（2） 破損燃料の保管場所（原子炉補助建屋蒸りゅう液脱塩塔室：C34X） 

C34(破損燃料本体)C34･C34X(受皿 2)

C34X(キャン 3 個) C34･C34X(受皿 1) C34Y(事故時に炉心で隣接した燃料内)
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図 2（3） 破損燃料の保管場所（固体廃棄物処理建屋廃樹脂貯蔵タンク室：C34Y） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2（4） 破損燃料の保管場所（１－廃棄物庫：C34Y） 

 

１－廃棄物庫 
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受皿１ ・回収作業時に回収した破損燃料棒片及び破損燃料本体から人為的に回収

した破損燃料棒片 

・受皿上にはペレット片、被覆管、粉状物質等がある 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

受皿２ ・回収作業時に回収した破損燃料棒片及び破損燃料本体から人為的に回収

した破損燃料棒片 

・受皿上にはペレット片、被覆管、粉状物質がある 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

キャン ・破損燃料棒片の一部は日本原子力研究所(現 日本原子力研究開発機構)で

調査実施後、発電所へキャンにて返送された残材 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3 使用済燃料ピット内の破損燃料棒片の状況 

約700mm 

約61mm 
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添付－２ 

破損原因調査のため照射後試験施設に輸送した燃料棒片について 

 

破損の原因及び破損燃料棒の状態を確認するため、燃料棒外に放出された破損燃料棒

片の一部については、日本原子力研究所(現_日本原子力研究開発機構)において、  

１９７６年１２月から１９７７年１０月まで破損燃料棒片のＸ線検査・金相試験等の調

査を行った。(図1) 

結果、破損原因がバッフルジェットであったこと、及び当該燃料（ＷＭ１Ｃ３４）に

ついて被覆材及び燃料ペレットの溶融はなかったことが確認された。 

なお、調査に使用した破損燃料棒片は容器(キャン3個)に入れ、美浜１号炉へ返送

し、使用済燃料ピット内に保管している。 

図1 試料の代表例（燃料棒片） 

 

〔単位は㎜〕 
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添付－３ 

破損燃料の搬出に向けた調査について 

 

破損燃料本体及び破損燃料から放出された燃料棒片を搬出する上で、搬出・輸送方法、

処理方法、搬出先での受入・取扱方法を検討する必要があり、来年度から調査を実施す

る予定である。 

これらの調査結果を踏まえ、搬出・輸送方法、性状に応じた処理方法等の検討を行っ

た上で、第２段階完了までに搬出を行うこととしている。 

 

表１ 主な調査内容 

対象 内  容 

破損燃料本体 
外観検査（現在の状況把握のため）、 

UT検査（破損燃料棒以外の燃料棒の状態確認のため） 

回収物※１ 核種分析（処理・処分方法の検討のため） 

未回収物※２ 性状確認、核種分析等（処理・処分方法の検討のため） 

※１ 使用済燃料ピット及び原子炉補助建屋脱塩塔室にあるペレット片及び 
スラッジ状ウラン 

※２ 使用済燃料ピット保管中の破損燃料本体内及び事故時に炉心で隣接してい

た燃料内、廃樹脂貯蔵タンクにある廃樹脂内、廃棄物庫ドラム缶にあるフ

ィルタ内のペレット状及びスラッジ状ウラン 
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